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１．単位
た ん い

修得
しゅうとく

と進級
しんきゅう

・卒業
そつぎょう

認定
にんてい

について 

（１）「１単位
た ん い

」とは、１週間
しゅうかん

にその授業
じゅぎょう

が１時間
じ か ん

行
おこな

われることを表
あらわ

す。例
たと

えば「数学
すうがく

Ⅰ」は２

単位
た ん い

だが、それは１週間
しゅうかん

に「数学
すうがく

Ⅰ」の授業
じゅぎょう

が２時間
じ か ん

行
おこな

われることを意味
い み

する。 

（２）「進級
しんきゅう

」するには、１年間
ねんかん

で所定
しょてい

の 19単位
た ん い

をすべて「修得
しゅうとく

」し、かつ年間
ねんかん

の欠席
けっせき

日数
にっすう

が授業
じゅぎょう

日数
にっすう

の１／３未満
み ま ん

でなければならない。 

（３）単位
た ん い

を「修得
しゅうとく

」するには、各科目
か くかも く

の欠席
けっせき

時
じ

間数
かんすう

が１単位
た ん い

につき、年間
ねんかん

10時間
じ か ん

以内
い な い

で、かつ学
がく

年末
ねんまつ

の評定
ひょうてい

が、５段階
だんかい

の「２」〜「５」でなければならない。 

（４）次
つぎ

の場合
ば あ い

には単位
た ん い

を「修得
しゅうとく

」したことにならない。 

  ①各科目
か くかも く

の欠席
けっせき

時間
じ か ん

が、１単位
た ん い

につき年間
ねんかん

10時間
じ か ん

を超過
ちょうか

する（未履修
み りしゅ う

となり評定
ひょうてい

の対象
たいしょう

にならな

い）。 

  ②各科目
か くかも く

の学
がく

年末
ねんまつ

の評定
ひょうてい

が「１」になる（履修
りしゅう

のみで単位
た ん い

を「修得
しゅうとく

」したことにはならない）。

ただし、評定
ひょうてい

は、授業
じゅぎょう

の出席
しゅっせき

状 況
じょうきょう

、授業
じゅぎょう

態度
た い ど

、定期
て い き

考査
こ う さ

の結果
け っ か

、補習
ほしゅう

・補講
ほ こ う

の出席
しゅっせき

状 況
じょうきょう

、

小テスト
し ょ う て す と

や課題
か だ い

提出物
ていしゅつぶつ

の遂行
すいこう

状 況
じょうきょう

などを総合
そうごう

して決
き

まる。最終
さいしゅう

学年
がくねん

で合計
ごうけい

76単位
た ん い

を「修得
しゅうとく

」

すると「卒業
そつぎょう

」が認定
にんてい

される。 

（５）進級
しんきゅう

できない場合
ば あ い

は「原級
げんきゅう

留置
りゅうち

」の対象
たいしょう

になる。 

（６）２回
かい

続
つづ

けて同
おな

じ学年
がくねん

に「原級
げんきゅう

留置
りゅうち

」になると、進路
し ん ろ

変更
へんこう

の指導
し ど う

対象
たいしょう

となる。 

（７）本校
ほんこう

に在籍
ざいせき

できる年数
ねんすう

は、最大
さいだい

で通算
つうさん

６カ年
か ね ん

まで。 

（８）原級
げんきゅう

留置
りゅうち

した者
もの

で、翌年度
よ くねん ど

の実
じつ

授業
じゅぎょう

日数
にっすう

の２／３を超
こ

える欠席
けっせき

日数
にっすう

（遅刻
ち こ く

・早退
そうたい

は３回
かい

を欠席
けっせき

１日
にち

に換算
かんさん

する）となった者
もの

は、在籍
ざいせき

年限
ねんげん

に関
かか

わらず進路
し ん ろ

変更
へんこう

の指導
し ど う

対象
たいしょう

となる。 

（９）本校
ほんこう

の名誉
め い よ

を 著
いちじる

しく傷
きず

つける行為
こ う い

のあった者
もの

は進路
し ん ろ

変更
へんこう

の指導
し ど う

対象
たいしょう

となる。 

（10）授 業 料
じゅぎょうりょう

の未納
み の う

期間
き か ん

が６カ月
か げ つ

以上
いじょう

になると退学
たいがく

になることがある。 

 

２．学校
がっこう

のルール 

（１）時
じ

程
てい

一覧
いちらん

 

〈平常時程〉                〈定期考査〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈10分短縮授業〉              〈始業式／終業式／修了式〉 

給   食 17:00～17:30  給   食 17:00～17:30 

予    鈴 17:40  予    鈴 17:40 

１時間目 17:45～18:20  Ｓ Ｈ Ｒ 17:45 

２時間目 18:25～19:00  開  式 18:00 

３時間目 19:05～19:40  下  校 22:00 

４時間目 19:45～20:20    

補習・補講 20:20～22:00    

下  校 22:00    

 

給   食 17:00～17:30  給   食 17:00～17:30 

予    鈴 17:40  予    鈴 17:40 

１時間目 17:45～18:30  １時間目 17:45～18:25 

２時間目 18:35～19:20  ２時間目 18:40～19:20 

３時間目 19:25～20:10  ３時間目 19:35～20:15 

４時間目 20:15～21:00  給   食 22:00 

放 課 後 21:00～22:00    

下  校 22:00    
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（２）遅刻
ち こ く

・欠席
けっせき

の扱
あつか

い 

  ①遅刻
ち こ く

・早退
そうたい

・欠課
け っ か

の扱
あつか

い 

   遅刻
ち こ く

・早退
そうたい

の扱
あつか

いは、授業
じゅぎょう

開始
か い し

から 10分
ぷん

未満
み ま ん

の入室
にゅうしつ

を遅刻
ち こ く

とし、授業
じゅぎょう

終 了
しゅうりょう

前
まえ

10分
ぷん

未満
み ま ん

の 

退室
たいしつ

を早退
そうたい

とする。また、授 業 中
じゅぎょうちゅう

における累
るい

計
けい

10分
ぷん

以上
いじょう

の退室
たいしつ

は欠課
け っ か

（その授業
じゅぎょう

の欠席
けっせき

）と

して取
と

り扱
あつか

う。 

  ②遅刻
ち こ く

・早退
そうたい

の換算
かんさん

 

   遅刻
ち こ く

・早退
そうたい

を同一科目内
どういつかもくない

で合算
がっさん

し、遅刻
ち こ く

・早退
そうたい

３回
かい

を欠席
けっせき

１時間
じ か ん

に換算
かんさん

する。 

  補足
ほ そ く

１．ただし、部活動
ぶ かつど う

の公式
こうしき

試合
じ あ い

・主将
しゅしょう

会議
か い ぎ

、就 職
しゅうしょく

活動
かつどう

などで学校
がっこう

が特別
とくべつ

に認
みと

めた場合
ば あ い

は、

公
こう

欠扱
けつあつか

い（欠席
けっせき

時数
じ す う

として数
かぞ

えないこと）になることがある。 

  補足
ほ そ く

２．「特別
とくべつ

活動
かつどう

」の欠
けつ

時数
じ す う

が各学期
か くがっ き

・年間
ねんかん

を通
つう

じて、実
じつ

授業
じゅぎょう

時
じ

間数
かんすう

の１／３以上
いじょう

だった場合
ば あ い

は「特別
とくべつ

指導
し ど う

」の対象
たいしょう

とする。 

  補足
ほ そ く

３．生活
せいかつ

指導上
しどうじょう

の事情
じじょう

聴取
ちょうしゅ

等
とう

においては、生徒
せ い と

本人
ほんにん

に責
せき

がある場合
ば あ い

、生活
せいかつ

指導部
し ど う ぶ

と協議
きょうぎ

の上
うえ

、

当該
とうがい

授業
じゅぎょう

の欠
けつ

時
じ

を「生活
せいかつ

指導上
しどうじょう

の特別
とくべつ

指導
し ど う

」として扱
あつか

う。 

  補足
ほ そ く

４．学校
がっこう

伝染病
でんせんびょう

に感染
かんせん

した場合
ば あ い

は出席
しゅっせき

停止
て い し

となるため、必
かなら

ず学校
がっこう

に連絡
れんらく

する。出席
しゅっせき

停止
て い し

に

なった場合
ば あ い

、出席
しゅっせき

停止
て い し

連絡票
れんらくひょう

を学校
がっこう

に提出
ていしゅつ

する。 

（３）定期
て い き

考査
こ う さ

 

  ①定期
て い き

考査
こ う さ

は、中間
ちゅうかん

考査
こ う さ

・定期
て い き

考査
こ う さ

あわせて年間
ねんかん

５回
かい

を標 準
ひょうじゅん

とする。 

  ②原則
げんそく

として出席
しゅっせき

番号
ばんごう

順
じゅん

に着席
ちゃくせき

する。 

  ③試験
し け ん

開始前
か いしま え

に携帯
けいたい

電話
で ん わ

の電源
でんげん

を切
き

りロッカーにしまう。これに違反
い は ん

する場合
ば あ い

は不正
ふ せ い

行為
こ う い

とみなす。 

  ④試験
し け ん

時
じ

間中
かんちゅう

の筆記
ひ っ き

用具
よ う ぐ

等
とう

のいっさいの貸借
たいしゃく

を禁止
き ん し

する。 

  ⑤定期
て い き

考査
こ う さ

でカンニング等
など

の不正
ふ せ い

行為
こ う い

は、特別
とくべつ

指導
し ど う

の対象
たいしょう

となる。絶対
ぜったい

にしないこと。 

  ⑥定期
て い き

考査
こ う さ

１週間前
しゅうかんまえ

から定期
て い き

考査
こ う さ

最終日
さいしゅうび

及
およ

び成績
せいせき

処理期
し ょ り き

間中
かんちゅう

は職員室
しょくいんしつ

への立入
たちいり

を禁止
き ん し

する。 

（４）皆勤
かいきん

賞
しょう

・精勤
せいきん

賞
しょう

 

   進級
しんきゅう

または卒業
そつぎょう

が認
みと

められ、かつ次
つぎ

の条件
じょうけん

を満
み

たす者
もの

に与
あた

える。 

  ①１年間
ねんかん

皆勤
かいきん

賞
しょう

 

   １年間
ねんかん

をとおして無欠席
む けっせ き

で、遅刻
ち こ く

・早退
そうたい

10回
かい

以内
い な い

の者
もの

。 

  ②１年間
ねんかん

精勤
せいきん

賞
しょう

 

   １年間
ねんかん

をとおして欠席
けっせき

７日
か

以内
い な い

の者
もの

。ただし、遅刻
ち こ く

・早退
そうたい

は併
あわ

せて３回
かい

で欠席
けっせき

１日
にち

と換
かん

算
さん

する。 

  ③皆勤
かいきん

賞
しょう

 

   ４ケ
か

年
ねん

をとおして皆勤
かいきん

賞
しょう

の者
もの

。 

  ④精勤
せいきん

賞
しょう

 

   ４ケ
か

年
ねん

をとおして精勤
せいきん

賞
しょう

以上
いじょう

の者
もの

。 

（５）忌引
き び き

等
とう

の扱
あつか

い 

  忌引
き び き

日数
にっすう

は原則
げんそく

として次
つぎ

のとおりとする。ただし、遠距離
え んきょ り

にあるものについては別途
べ っ と

考慮
こうりょ

する。 

  ①父母
ふ ぼ

・実子
じ っ し

７日
か

以内
い な い

 

  ②配偶者
はいぐうしゃ

10日
か

以内
い な い

 

  ③兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

３日
か

以内
い な い

 

  ④祖父母
そ ふ ぼ

３日
か

以内
い な い

 

  ⑤叔父
お じ

叔母
お ば

１日
にち

以内
い な い

 

  補足
ほ そ く

 忌引
き び

きの際
さい

は必
かなら

ず学校
がっこう

に連絡
れんらく

し、証明
しょうめい

できる物
もの

（葬礼
そうれい

回章
かいしょう

など）を提出
ていしゅつ

する。 
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３．コース選択
せんたく

について 

（１）本校
ほんこう

におけるコース 

   機械
き か い

コース 電気
で ん き

コース 建築
けんちく

・大工
だ い く

コース 自動車
じ どうし ゃ

コース 

（２）コース選択
せんたく

の方法
ほうほう

 

  ①「工業
こうぎょう

技術
ぎじゅつ

基礎
き そ

」を、前期
ぜ ん き

・後期
こ う き

に分
わ

けて通年
つうねん

履修
りしゅう

とする。 

  ②前期
ぜ ん き

は、４コースのローテーションとする。 

  ③後期
こ う き

は、生徒
せ い と

の希望
き ぼ う

によりコース別
べつ

の履修
りしゅう

を原則
げんそく

とする。ただし、人数
にんずう

の上限
じょうげん

（各
かく

コース９名
めい

まで）があるため、希望者
き ぼうし ゃ

多数
た す う

により調整
ちょうせい

が必要
ひつよう

になった場合
ば あ い

は、出席
しゅっせき

日数
にっすう

や取
と

り組
く

み状 況
じょうきょう

等
とう

を考慮
こうりょ

して決定
けってい

する。 

 

４．３年
ねん

修 了 制
しゅうりょうせい

について 

   以下
い か

の条件
じょうけん

を全
すべ

て満
み

たす生徒
せ い と

は、第
だい

３学年
がくねん

修 了
しゅうりょう

での卒業
そつぎょう

を認定
にんてい

する。 

（１）２学年
がくねん

進級後
しんきゅうご

４月
がつ

末日
まつじつ

（土日
ど に ち

祝
しゅく

は含
ふく

めない）までに３年
ねん

修 了 制
しゅうりょうせい

の希望
き ぼ う

申請
しんせい

をしていること。 

（２）本校
ほんこう

における必
ひつ

履修
りしゅう

科目
か も く

をすべて履修
りしゅう

・修得
しゅうとく

し、第
だい

３学
がく

年末
ねんまつ

に第
だい

４学年
がくねん

への進級
しんきゅう

要件
ようけん

を満
み

たし

ていること。 

（３）「学校外
がっこうがい

における学修
がくしゅう

の単位
た ん い

認定
にんてい

の対応
たいおう

教
きょう

科目
か も く

および単位数
た んいす う

一覧表
いちらんひょう

」にある技能
ぎ の う

審査
し ん さ

取得
しゅとく

の

成果
せ い か

を、本校
ほんこう

規定
き て い

に基
もと

づいて、19単位
た ん い

以上
いじょう

認定
にんてい

され、本校
ほんこう

の卒業
そつぎょう

に必要
ひつよう

な単位
た ん い

数
すう

76単位
た ん い

を満
み

たし

ていること。 

（４）特別
とくべつ

活動
かつどう

の成果
せ い か

がその目標
もくひょう

からみて充分
じゅうぶん

に達成
たっせい

されていると認
みと

められること。 

 

５．補助
ほ じ ょ

金
きん

制度
せ い ど

について 

（１）補助
ほ じ ょ

金
きん

制度
せ い ど

 

  「高等
こうとう

学校
がっこう

の定時制
て いじせ い

教育
きょういく

及
およ

び通信
つうしん

教育
きょういく

振興法
しんこうほう

」に基
もと

づき、定時制
て いじせ い

・通信制
つうしんせい

課程
か て い

の生徒
せ い と

を対象
たいしょう

に、

一定
いってい

の条件
じょうけん

を満
み

たせば補助
ほ じ ょ

金
きん

を受
う

けられる制度
せ い ど

。補助
ほ じ ょ

金
きん

の対象
たいしょう

範囲
は ん い

は以下
い か

のとおり。 

 ①教科書代
きょうかしょだい

・・・全額
ぜんがく

（準教科書
じゅんきょうかしょ

は「人間
にんげん

と社会
しゃかい

」のみ対象
たいしょう

） 

 ②給
きゅう

食費
しょくひ

 ・・・１食
しょく

につき 60円
えん

 

  （例
れい

）教科書
きょうかしょ

7,500円
えん

、給
きゅう

食費
しょくひ

12,000円
えん

（60円
えん

×200食
しょく

） 

（２）申請
しんせい

条件
じょうけん

 

  ①有職者
ゆうしょくしゃ

 

  ②アルバイトの場合
ば あ い

は該当
がいとう

年度
ね ん ど

に 90日
にち

以上
いじょう

就 業
しゅうぎょう

している者
もの

 

  ③求 職 中
きゅうしょくちゅう

の者
もの

 

   各学期
か くがっ き

ハローワークでハローワークカード（求 職
きゅうしょく

受付票
うけつけひょう

）を取得
しゅとく

、または求職期
きゅうしょくき

間中
かんちゅう

の学期
が っ き

毎
ごと

にハローワークカードを取得
しゅとく

及
およ

び就 業
しゅうぎょう

日数
にっすう

を規定
き て い

以上
いじょう

（30日
にち

～60日
にち

）超
こ

える。 

 

６．学校生活について 

  皆
みな

さんが学校
がっこう

生活
せいかつ

を安全
あんぜん

に楽
たの

しく過
す

ごすために、次
つぎ

のことを最低限
さいていげん

守
まも

ること。これらの決
き

まり

を守
まも

らない場合
ばあい

は、「特別
とくべつ

指導
しどう

」を 行
おこな

う。 

（１）新型
しんがた

コロナ
こ ろ な

感染
かんせん

予防
よ ぼ う

について 

   体温が、37
３７

.5
５

℃
ど

以上
いじょう

の場合
ばあい

は登校
とうこう

できません。学校
がっこう

に連絡
れんらく

してください。 

①登校後
と うこう ご

、昇降
しょうこう

口
ぐち

（自動
じ ど う

販売機前
はんばいきまえ

）で体温
たいおん

チェックする。 

   ②校内
こうない

生活
せいかつ

及
およ

び授 業 中
じゅぎょうちゅう

は、不織
ふしょく

布
ふ

マスク着用
ちゃくよう

です。 
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   ③教室
きょうしつ

の消毒用
しょうどくよう

容器
よ う き

や流
なが

しでの手
て

洗
あら

いを徹底
てってい

してください。 

   ④家族
か ぞ く

等
など

でＰＣＲ検査
け ん さ

実施
じ っ し

の場合
ば あ い

は、学校
がっこう

に連絡
れんらく

をください。 

（２）携帯
けいたい

電話
で ん わ

・スマートフォン等
とう

の取扱
とりあつか

いについて 

  「ＳＮＳ東京
とうきょう

ルール」 

①スマホやゲームの一日
ついたち

の合計
ごうけい

時間
じ か ん

、使
つか

わない時間帯
じ かんた い

・場所
ば し ょ

を決
き

めよう。 

②必
かなら

ずフィルタリングを付
つ

け、パスワードを設定
せってい

しよう。 

③送信前
そうしんまえ

には、誰
だれ

が見
み

るか、見
み

た人
ひと

がどのような気持
き も

ちになるか考
かんが

えて読
よ

み返
かえ

そう。 

④個人
こ じ ん

情報
じょうほう

を教
おし

えたり、知
し

らない人
ひと

と会
あ

ったり、自画
じ が

撮
ど

り画像
が ぞ う

を送
おく

ったりしない。 

⑤写真
しゃしん

・動画
ど う が

を許可
き ょ か

なく撮影
さつえい

・掲載
けいさい

したり、拡散
かくさん

させたりしない。 
 

「ＳＮＳ学校
がっこう

ルール」 

①授 業 中
じゅぎょうちゅう

は電源
でんげん

OFFにしてかばんに入
い

れよう。 

②試験中
しけんちゅう

は、電源
でんげん

OFFにしてロッカーに入
い

れよう。 

③写真
しゃしん

・動画
どうが

等
とう

の個人
こじん

情 報
じょうほう

は、投稿
とうこう

・掲示
けいじ

はやめよう。 

④甘
あま

い誘
さそ

いに乗
の

らないようにしよう。 
  

  「スマート・スクール」端末の利用法 

①購入
こうにゅう

する端末
たんまつ

は、あなたの所有物
しょゆうぶつ

です。 

②学校
がっこう

では、教 職 員
きょうしょくいん

の指示
し じ

で使用
し よ う

します。 

③不要
ふ よ う

なアプリをインストールしない。 

④家庭
か て い

での使用
し よ う

のルールを決
き

めてください。 

（夜
よる

１２時
じ

以降
い こ う

は使
つか

わないなど。） 

 

（３）授業
じゅぎょう

を妨害
ぼうがい

する行為
こ う い

は禁止
き ん し

 

①授 業 中
じゅぎょうちゅう

、迷惑
めいわく

のかかる行為
こうい

をしないこと。 

       例
れい

：立
た

ち歩
ある

き、私語
し ご

、携帯
けいたい

電話
で ん わ

等
とう

・ゲーム
げ ー む

機
き

の操作
そ う さ

、音楽
おんがく

を聴
き

く、 

机上
きじょう

に飲食物
いんしょくぶつ

を置
お

く、飲食
いんしょく

（ガムを含
ふく

む）、暴言
ぼうげん

、セクハラな発言
はつげん

、 

長時間
ちょうじかん

または頻繁
ひんぱん

な離
り

席
せき

 

  ②登校
とうこう

しているにもかかわらず、授業
じゅぎょう

に出席
しゅっせき

しないなどの行為
こ う い

は禁止
き ん し

である。       

③学 習
がくしゅう

するのにふさわしい服装
ふくそう

で登校
とうこう

し、きちんとした態度
たいど

で授 業
じゅぎょう

を受
う

けること。 

（４）喫煙
きつえん

、飲酒
いんしゅ

、薬物
やくぶつ

は禁止
き ん し

 

   ①成人
せいじん

であるなしを問
と

わず、登
とう

下校
げこう

途中
とちゅう

・校内
こうない

での喫煙
きつえん

をしないこと。未成年者
みせいねんしゃ

は、喫煙
きつえん

具
ぐ

所持
しょじ

もしないこと。 

  ②飲酒
いんしゅ

をしての登校
とうこう

は禁止
きんし

である。 

③薬物
やくぶつ

（シンナー
し ん な ー

・覚醒剤
かくせいざい

・麻薬
まやく

など）の所持
しょじ

は、それ自体
じたい

が犯罪
はんざい

行為
こうい

である。絶対
ぜったい

 

に使用
しよう

しないこと。 

（５）いじめ、暴力
ぼうりょく

、恐喝
きょうかつ

行為
こ う い

は禁止
き ん し

 

   ◎相手
あいて

に脅威
きょうい

を与
あた

えるような言動
げんどう

（言葉
ことば

や行動
こうどう

）をしないこと。 

    例
れい

：言葉
ことば

による脅
おど

し、いやがらせ、呼
よ

び出
だ

し、身体
しんたい

の接 触
せっしょく

、暴行
ぼうこう

など。 
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（６）生徒
せ い と

同士
ど う し

の金銭
きんせん

の貸
か

し借
か

り・物品
ぶっぴん

の売買
ばいばい

は禁止
き ん し

 

  ①学校
がっこう

の内外
うちそと

を問
と

わず、金銭
きんせん

の貸
か

し借
か

りは、少 額
しょうがく

であってもしないこと。交通費
こうつうひ

等
など

、緊 急
きんきゅう

に

必要
ひつよう

な場合
ばあい

などは、担任
たんにん

の先生
せんせい

に相談
そうだん

すること。 

  ②服
ふく

や靴
くつ

、自転車
じてんしゃ

・バイク
ば い く

等
など

の物品
ぶっぴん

の種類
しゅるい

を問
と

わず、生徒間
せいとかん

での売
う

り買
か

いをしないこと。 

（７）生徒間
せ い と か ん

での物
もの

の貸
か

し借
か

りは禁止
き ん し

 

   ◎教科書
きょうかしょ

・筆記
ひっき

用具
ようぐ

は、 必
かなら

ず自分
じぶん

の持
も

ち物
もの

を使用
しよう

すること。 

（８）器物
き ぶ つ

破損
は そ ん

について 

  ①工業
こうぎょう

高校
こうこう

はものをつくることを学ぶ
ま な ぶ

学校
がっこう

です。施設
し せ つ

や用具
よ う ぐ

など大切
たいせつ

に扱う
あつかう

こと。 

  ②場合
ば あ い

によっては指導
し ど う

及
およ

び弁償
べんしょう

することになる。 

（９）定期
て い き

考査
こ う さ

について 

  ①カンニング
か ん に ん ぐ

等
など

の不正
ふせい

行為
こうい

が発覚
はっかく

した場合
ばあい

は、特別
とくべつ

指導
し ど う

の対象
たいしょう

になる。絶対
ぜったい

にしないこと。 

  ②考査中
こうさちゅう

は、鉛筆
えんぴつ

・消
け

しゴム
ご む

等
など

の筆記
ひっき

用具
ようぐ

、辞書
じしょ

などの貸
か

し借
か

りを認
みと

めない。 

（10）自己
じ こ

管理
か ん り

について 

  ①自分
じぶん

の持
も

ち物
もの

については記名
きめい

をして、しっかり自己
じ こ

管理
かんり

をすること。           

②盗難
とうなん

防止
ぼうし

のため、次
つぎ

の点
てん

に注意
ちゅうい

すること。 

   ・高価
こうか

な物
もの

（貴重品
きちょうひん

）、高額
こうがく

なお金
かね

は学校
がっこう

に持
も

ってこない。 

   ・他人
たにん

のロッカー
ろ っ か ー

、靴箱
くつばこ

、鍵
かぎ

には触
ふ

れない。 

（11）上履
う わ ば

きについて 

  ①校内
こうない

では指定
してい

された上履
うわば

きを履
は

き、土足
どそく

で校舎内
こうしゃない

に立入
たちいり

らないこと。 

  ②校内
こうない

に入
はい

る際
さい

は、生徒
せいと

昇降
しょうこう

口
ぐち

（一階
いっかい

）を使用
しよう

し、職 員
しょくいん

出 入 口
しゅつにゅうぐち

を使用
しよう

しないこと。 

（12）通学
つうがく

方法
ほうほう

について 

   ①自転車
じ てんし ゃ

通学
つうがく

の場合
ば あ い

、東京都
おうきょうと

教育
きょういく

委員会
い いんか い

がヘルメットの着用
ちゃくよう

を推奨
すいしょう

しています。 

また、自転車
じてんしゃ

は決
き

められた場所
ばしょ

に止めること。                       

②自動車
じどうしゃ

での通学
つうがく

、校内
こうない

への乗
の

り入
い

れをしないこと。 

  ③バイク
ば い く

通学
つうがく

は、原則
げんそく

として禁止
き ん し

である。 

  ④登
とう

下校
げ こ う

時
じ

など、近隣
きんりん

の人
ひと

に迷惑
めいわく

のかかる行為
こ う い

をしないこと。 

（13）外出
がいしゅつ

禁止
き ん し

について 

    ◎原則
げんそく

として、登校後
とうこうご

に校外
こうがい

への外 出
がいしゅつ

はしないこと。 

（14）部外者
ぶ が い し ゃ

について 

  ①知人
ちじん

といえども、許可
きょか

なく校内
こうない

に入
はい

ることは禁止
きんし

。 

  ②不審
ふしん

な人
ひと

を見
み

かけたら、すぐに職 員
しょくいん

に知
し

らせること。 

 

 ７．進路指導について 

   本校では、４年間の一貫した進路指導で、「進路の決定率１００％」、「フリーター・ゼロ」 

  を目指すとともに、毎年一つ、資格の取得や検定の合格を達成することを奨励しています。 

   生徒のみなさんには、正しい職業観や勤労観を育み、自分の将来を決定するための活動を主体 

  的に取り組むことを求めます。本校に在籍しているだけでは、将来を決めることは出来ません。 

  もちろん、工業高校の生徒として勉学にいそしみ、技術者に必要な知識や技能も身につける必要 
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  があります。さらに、企業の方々が求める「コミュニケーション能力」も身につけましょう。 

   また、「読み」、「書き」、「計算」などの基礎的な学力は、社会人として無くてはならない 

  大切なものです。不安のある人は、もう一度やり直すチャンスでもあります。「聞くは一時の恥、 

  知らぬは一生の恥。」といいます。将来の為にも、恥ずかしがらずに積極的に教わりましょう。 

   ・自分の将来を考え、学校を休まず、しっかり勉強をして、資格にもチャレンジしましょう。 

   ・あいさつや返事ができ、相手の意見を聞く力と自分の意見を伝える力を身につけましょう。 

   ・時間や約束を守り、他人を思いやる気持ちと感謝する気持ちを忘れずに生活をしましょう。 

  これらを実現する為に、「進路ガイダンス」などで指導を行います。「４年生になってからやる」 

  では、とても間に合いません。これからの４年間の学校生活で出来る限り多くのものを身につけ、 

  社会に出て活躍できる生徒を育成したいと考えています。 

   しかし、学校の指導だけで達成することは難しく、生徒本人の努力はもとより、保護者の皆様 

  のご協力や支援が必要不可欠となります。子供たちの将来のため、よろしくお願いいたします。 

（１）アルバイトについて 

   まずは、学校生活に慣れてください。１年生（１５歳未満）は、アルバイトはできません。 

  学業が本業ですので、アルバイトを優先するような本末転倒にならないように注意してください。 

  ①やってはいけないアルバイト（労働基準法第６１条、第６２条、第６３条） 

  ＊深夜のアルバイト（午後１０時から翌日午前５時まで）は禁止です 

   （例）深夜営業のファミリーレストラン、ガソリンスタンド、コンビニエンスストアなど 

  ＊危険 又は 有害な業務は禁止です（資格を取得しても、年齢制限があり仕事はできません。） 

   〇重量物の取扱いの業務  〇運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務 

   〇ボイラー、クレーン、２トン以上の大型トラック等の運転 又は 取扱いの業務 

   〇深さが５メートル以上の地穴 及び 土砂崩壊のおそれのある場所における業務 

   〇高さが５メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務 

   〇足場の組立等の業務  〇大型丸ノコ盤 又は 大型帯ノコ盤にて木材を送給する業務 

   〇感電の危険性が高い業務  〇有害物 又は 危険物を取り扱う業務 

   〇著しく高温 若しくは 低温な場所 又は 異常気圧の場所における業務 

   〇著しくじんあい等を飛散し 又は 有害物のガス、蒸気 若しくは 粉じん等を飛散する場所 

    又は 有害放射線にさらされる場所における業務  〇酒席に侍する業務 

   〇特殊の遊興的接客業（ﾊﾞｰ､ｷｬﾊﾞﾚｰ､ｸﾗﾌﾞ等）における業務  〇坑内における労働など 

    ※アルバイトでケガだけはしないこと。 安いバイト料で一生を棒に振るべきではない。 

     アルバイトでも仕事中のケガは労災保険で補償してもらえますが、交通事故と違って 

     補償はバイト料を基礎にしたものなので、その額は不十分である。 

  ②初めは簡単なアルバイトから 

   アルバイト先が決まったら、担任に会社名と所在地、電話番号を知らせください。 

   また、保護者の方は、仕事の内容や時給、ひと月の収入なども把握しておいてください。 

  ③親の扶養から外れる場合や納税の義務が生じる場合があります 

   アルバイトで稼ぎすぎて扶養から外れてしまうと、扶養している親の税金が激増します。 

  親の収入にもよりますが、大体、年間１０万円位は税金が増えてしまいます。 

  親に迷惑をかけないためにも、仕事内容や時間なども含めて、相談してから働きましょう。 

（２）進路指導部について 

  ①体制 

   進路指導部（ 太 田・宮崎 ） 

   学校の進路指導全般、資格の取得の案内、アルバイト斡旋など 

  ②本年度の進路指導方針 

   方針１ 卒業後の「進路の決定率１００％」、「フリーター・ゼロ」の達成を目指す 

   方針２ 正しい職業観や勤労観を育み、自己実現に向け主体的に取り組める生徒の育成を目指す 
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   方針３ 「コミュニケーション能力」の向上と「社会人マナー」の会得を目指す 

   方針４ 資格の取得や検定の合格を奨励し、各種、資格、検定の案内や講習の実施を推進する 

   方針５ 基礎学力の向上と定着を目指して、不得意な勉強の学び直しを推進する 

  ③その他 

   ・日本漢字能力検定（漢検）は、１年生全員が受検！（毎年１月に学校内で実施予定） 

    学校外での検定受験：６月、１０月に予定（１～４年生の希望者のみ受験） 

   ・工業系の資格・検定も「最低でも１年に１つは取ろう！」が目標です。 

    資格によっては、学校内で取得できるものもあります。 

    学校内：ガス溶接技能講習会、又は、アーク溶接特別教育講習会（隔年で実施予定） 

    学校外：第二種電気工事士、危険物取扱者、フォークリフト、玉掛けなど多数あります。 

   詳細は、進路指導部の太田まで、お問い合わせください。 

   ※ 資格取得には、受検費や講習受講費のほか、別途に費用のかかる資格も多くあります。 

    （別途費用：テキスト代、写真代、申込書類の郵送料、合格後の申請手続料、交通費など） 

     工業系の資格は、安いものでも１０，０００円～２０，０００円くらいかかります。 

     資格取得に向け、早い時期から計画を立てて、お金を準備しておいてください。 

（３）令和３年度 卒業生の進路 

   卒業生     １２名（新規就職希望者 ８名） 

   ・新規就職者   ８名  東鉄機工(株)、(株）サイクルオリンピック、 

                太平ビルサービス(株)東京支社、サンベルタ（株）、 

                （株）三明電気工事、（株）繕、（株）ワイエス、 

                （株）芝パークホテル 

   ・進学希望者    ０名（進学） 

   ・その他     ２名（縁故 ０名  現職継続 ２名） 

   ・未決定者    ２名（新たな進路を決めないまま卒業） 

 

８．保健室より 

【重要】新型コロナウイルス感染症対策について 

① 毎日、自宅で検温を行い、発熱等の症状がある場合は登校を控えてください。 

② 手洗いの徹底 

 洋服で手を拭くことのないように、必ず清潔なタオルやハンカチを携帯してください。 

③ 不織布マスクの着用（給食・体育を除く） 

 ウレタンや布製ではなく、飛沫防止効果の高い不織布マスクの着用をお願いします。 

 予備のマスクも必ず持参させてください。 

④ 生徒本人・同居家族等が PCR検査等を受けることが決まった時点で、速やかに学校に連絡してくだ

さい。 

 検査結果が出るまでの間、出席停止扱いとなります。ご家族が PCR検査等を受けたり、 

体調不良の場合も、登校を控えてください。 

 濃厚接触者の調査や休校の有無の判断には時間を要しますので、速やかなご報告にご協力お願

いします。 
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墨田工業高校の保健室について 

 

【こんな時に利用してください】 

 学校におけるけが・体調不良 

※現在、新型コロナウイルス対策のため、発熱がある人は保健室では休養せず、すぐに早退します。 

 学校や家庭のことで困っていたり、心配なことがあるとき 

→良い方向に解決する方法を、一緒に考えましょう。 

 身長・体重を測ったり、心や体について知りたいとき 

→いろいろな器具や資料があります。 

【利用方法】 

 緊急の場合以外は、始業前・休み時間・放課後に利用してください。 

授業に遅れそうな時は、担当教員に伝えてから来ましょう。なお、授業に 10 分以上遅刻したとき

は、欠席扱いとなります。 

 学年・氏名を伝え、症状を具体的に説明してください。 

【注 意】 

※ 保健室では応急処置のみ行います。継続的な処置は家庭または医療機関で行ってください。 

※ マスクを落としたり、汚したりしてしまったときのために予備も持参しましょう。 

※ 病院や薬局ではないので、飲み薬はありません。必要な人は、各自持参してください。 

※ 全日制と共有の部屋です。ルールやマナーを守って、安心して過ごせる保健室にしましょう。 
 

定期健康診断 
４月 14日（木）・15日（金） 腎臓検診 1次（尿検査） 

４月 27日（水）   定期健康診断（身体計測・視力・聴力・校医診察） 

５月 12日（木）   心臓（心電図）・結核検診（レントゲン） 

 やむを得ない理由を除き、遅刻・欠席をしないようにお願いします。未受診の場合は、後日医療機

関にて受診します。（交通費は自己負担です） 

 腎臓・心臓・結核検診は、2次検査が必要な人のみ結果をお知らせします。 

 治療や相談が必要な人には、後日お知らせを配布します。速やかに受診するようお願いします。 

例年、むし歯や歯肉炎が多い状況です。治療が済んでいない場合は、入学前の受診をお勧めします。 
 

学校医 

名称 電話番号 住所 診察時間 備考 

キヨス医院 

（内科・外科） 

又井 一雄 

03-3631-3585 
〒135-0006 

江東区常盤 2-11-11 

9：00～12：00 

18：00～20：00 

金：午前・午後診療 

その他は午後のみ 

土：休診 

深川眼科 

中村 健 
03-3642-7672 

〒135-0003 

江東区深川 1-1-5 

9：30～12：15 

14：30～18：30 

火：休診 

土：～17：00 

足川耳鼻咽喉科医院 

足川 哲夫 
03-5626-0137 

〒136-0072 

江東区大島 1-33-15 

ネルフ増山２Ｆ 

9：00～13：00 

15：00～18：30 

水：休診 

土：午前のみ 

北村歯科 

北村 晃一 
03-3633-2183 

〒135-0006 

江東区常盤 2-14-12 

北村ビル 1F 

10：00～12：30 

15：00～ 

月水：～22：00 

火 ：～21：00 

木 ：～18：00 

金 ：～20：00 

土 ：～18：00 

三森龍天堂薬局 

三森 隆弘 
03-3634-3561 

〒135-0004 

江東区森下 2-10-12 
  



- 9 - 

 

近隣の救急医療機関 

名称 電話番号 住所 備考 

都立墨東病院 03-3633-6151 墨田区江東橋 4-23-15 
錦糸町：徒歩 7分 住吉：徒歩 15分 

紹介状なし：選定療養費 5,000円 

あそか病院 03-3632-0290 江東区住吉 1-18-1 錦糸町：徒歩 9分 住吉：徒歩 5分 

深川立川病院 03-3645-2101 江東区扇橋 2-2-3 住吉：徒歩 10分 

 

学校感染症 

新型コロナウイルス感染症や、感染性胃腸炎等は、学校において予防すべき感染症として出席停止と

なります。 

出席停止の扱いには、原則として出席停止連絡票（本校書式）の提出が必要です。書式は本校ホーム

ページに掲載されています。学校感染症と診断された場合は、速やかに担任に連絡をお願いします。 

 

スポーツ振興センター 災害共済給付 

学校管理下（登下校・授業・部活動・行事等）の災害において、医療費等の給付が受けられる制度で

す。申請は、保健室を通して行います。事故にあった際は、すみやかに養護教諭にご報告ください。 

 支給される医療費  

初診から治癒までの医療費総額が 5,000円以上（3割負担の場合は自己負担額が 1,500円）のものが

対象です。保険外診療（差額ベッド代・歯科の自費診療など）は対象外です。 

原則として保健診療における 3割負担の金額に、療養に伴って要した費用として医療費総額の 1割を

付加した金額を支給します。 

 申請の時効  

給付を受ける権利は、初診日から 2年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。 

なお、同一の事由による給付は、初診日から最長 10年間です。 

 注意が必要な例  

1. ひとり親家庭等医療費助成を受けている生徒 

 学校管理下の災害は、ひとり親家庭等医療費助成（マル親）の対象外となります。 

助成を受けている場合でも、原則として健康保険証のみを用いて診察を受けてください。 

2. 生活保護を受給している生徒 

 受診前に担当ケースワーカーに連絡し、対応についてご相談ください。 

 

相談室 

毎週金曜日にスクールカウンセラーが来校しています。 

高校生活を支援するため、新入生は 1学期に個人面談を行っています。 

保護者の方のご相談も可能です。予約をご希望の方は、担任または養護教諭にご連絡ください。 

氏 名  小川 歩（臨床心理士・公認心理士） 

勤務日  原則として毎週金曜日 13：30～22：00 

場 所  相談室（1階木工室斜め前） 

 

 

 



- 10 - 

 

９．特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

について 

 平成
へいせい

19年
ねん

４月
がつ

から、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

が法制化
ほ うせい か

され、全
すべ

ての学校
がっこう

において、特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする

幼児
よ う じ

・児童
じ ど う

・生徒
せ い と

に対
たい

し、その教育
きょういく

ニーズに応
おう

じて、適切
てきせつ

な指導
し ど う

と必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うこととなり、

平成
へいせい

21年
ねん

３月
がつ

告示
こ く じ

の高等
こうとう

学校
がっこう

学習
がくしゅう

指導
し ど う

要領
ようりょう

の総則
そうそく

において、「特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

の助言
じょげん

又
また

は援助
えんじょ

を活用
かつよう

しつつ、例
たと

えば指導
し ど う

についての計画
けいかく

又
また

は家庭
か て い

や医療
いりょう

、福祉
ふ く し

等
とう

の業務
ぎょうむ

を行
おこな

う関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

した支援
し え ん

の

ための計画
けいかく

を個別
こ べ つ

に作成
さくせい

することなどにより、個々
こ こ

の生徒
せ い と

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

等
とう

に応
おう

じた指導
し ど う

内容
ないよう

や指導
し ど う

方法
ほうほう

の工夫
く ふ う

を計画的
けいかくてき

、組織的
そ しきて き

に行
おこな

うこと」と明記
め い き

されました。 

 本校
ほんこう

の定時制
て いじせ い

課程
か て い

では、特別
とくべつ

な支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする生徒
せ い と

に対
たい

して、本人
ほんにん

や保護者
ほ ご し ゃ

の希望
き ぼ う

を踏
ふ

まえながら、

「個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

・指導
し ど う

計画
けいかく

」（様式
ようしき

１参照
さんしょう

）を作成
さくせい

し、必要
ひつよう

に応
おう

じて教育
きょういく

のみならず、福祉
ふ く し

、

医療
いりょう

、労働
ろうどう

等
とう

の様々
さまざま

な関係
かんけい

機関
き か ん

と密接
みっせつ

な連携
れんけい

を図
はか

り、 中
ちゅう

・長期的
ちょうきてき

な視点
し て ん

に立
た

って一貫性
いっかんせい

のある支援
し え ん

（合理的
ご うりて き

配慮
はいりょ

）を行
おこな

います。 

 


